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藤 岡 警 察 署

管内における交通事故発生実態

衝突時の速度が３０km/hを超えると歩行者
が死亡する率が急激に上昇します。

○ 通学路を中心に登下校時間帯における通行禁止違反、横断歩行者妨害違反等の取締りを実施します。

○ 出会い頭事故の原因となる、信号無視、一時不停止等の取締りを実施します。

○ 夜間及び未明から早朝にかけて、飲酒検問等による飲酒運転取締りを実施します。

○ 管内全域において、自転車及び電動モビリティ利用者に対する交通指導取締りを実施します。

○ 自転車利用者に対し、信号無視、一時不停止等交通事故に直結する交通違反の取締りを実施します。

○ 横断歩道における横断歩行者等の保護を図るため、横断歩行者妨害違反や速度取締りを実施します。

○ 速度抑制による交通事故防止や被害軽減を図るため、速度取締りやシートベルト取締りを実施します。

○ 小学校周辺の通学路においては、可搬式オービスを用いた速度取締りを実施します。

その他、国道１７号、国道２５４号、各主要地方道、生活道路、通学路、山間部等の発生件数が多い
路線を中心に指導取締りを実施します。

重点路線に対する主な交通指導取締り方法

その他の交通指導取締り

（主）前橋長瀞線 ７：００～１９：００ 本郷地区～鬼石地区 ４０km/h

重点路線 重点時間帯 区域 規制速度

市道（ふるさと通り） ７：００～１９：００ ４０km/h矢場地区～鬼石地区

藤岡警察署の速度取締り重点

●分析結果●

管内では、藤岡市北部を中心として死亡事故・

重傷事故の発生が多い傾向にあります。

また、上野村等の奥多野地区の山間部におい

て、二輪車の関係する重傷事故（２件）が発生し

ています。

藤岡警察署管内の交通事故発生時間帯別で

は、通勤時間帯における交通事故発生件数が他

の時間帯に比べて多くなっています。

国道１７号周辺において、事故発生件数が増

加傾向にあります。

●図の解説●

藤岡警察署管内が薄橙色で表示さ

れています。

×は令和７年中に発生した死亡事故

の発生場所（３件）です。

×は令和７年中に発生した重傷事故

の発生場所（１０件）です。


